
公共施設の再編に伴う条例改正について

■改正理由

南砺市公共施設再編計画に基づく施設の利活用や廃止等のため、再編対象施設の設置

条例を一部改正又は廃止するもの

■対象施設

・南砺市城端勤労青少年ホーム（休止）

・南砺市福野産業文化会館（休止）

・南砺市福野文化創造センター〔喜知屋〕（無償貸付）

・南砺市体育施設条例

① 福野北部体育館（無償貸付）

② 福野東部体育館（無償貸付）

③ 高瀬ふれあい体育館（無償貸付）

④ 福野南部コミュニティセンター（無償貸付）

⑤ アクティブ東石黒（無償貸付）

⑥ コミュニティ菅の山（無償貸付）

⑦ 城端西部体育館（無償貸付）

⑧ 井波八乙女体育館（休止）

⑨ 福光里山体育館（休止）

⑩ 上平グラウンド（休止）

■施行期日

令和８年４月１日

■今後の予定

・令和 7年 12 月議会へ上程

・令和 8年 4月 1日付けで、一部改正又は、廃止
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福光里山レクリエーション農園条例の廃止について

■条例改正の理由

第２次南砺市公共施設再編計画に基づき、福光里山レクリエーション農園が休止す

るため。

■対象施設

・名称：南砺市福光里山レクリエーション農園

・住所：南砺市才川七 土生横道地内

・面積：約５ha

■施行期日

令和７年１２月１９日（見込み）

■今後の予定

・令和 7年 12 月議会へ上程

■その他

・位置図＿対象エリアは位置図の右側（赤枠内）

南砺市福光里山レクリエーション農園

クレー射撃場
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※文書システムの起案時に添付文書の冒頭に添付すること。
※印刷時に文字きれなく表示するよう行の幅を調整すること。

例規の名称
南砺市福野文化創造センター条例施行規則及び南砺市城端勤労青少

年ホーム条例施行規則

区分（リスト選択） 一部改正等

公布（公表）予定日 令和7年12月15日

施行期日等（効力発生日） 令和8年4月1日

議会提案（条例のみ） -

法形式（リスト選択） 教育委員会規則

主管課 生涯学習スポーツ課

担当者（氏名） 髙堂　清美

内線 2951

制定改廃の趣旨・理由 公共施設再編計画に基づく施設の廃止に伴う規則の改正及び廃止

制定改廃の主な内容
（制定・改廃の内容（どこの何を
どのように改正するのかなど）を

詳細に記入）
※要件・補助率など

関係規則及び廃止施設
南砺市福野文化創造センター条例施行規則　喜知屋
南砺市城端勤労青少年ホーム条例施行規則　城端勤労青少年ホーム

根拠法令
（今回の改正等に係る根拠。
不要なものは添付しない。）

-

制定改廃に伴う経過措置 -

予算措置の内容 -

補助金交付要綱の場合、
財政係事前協議

（交付対象、補助率）

参考資料(意思決定文書、関係法
令の写しその他の資料)

-

※条例の場合、パブコメの有無に関わらず、「南砺市まちづくり基本条例に基づく報告事項」を添付のこと。

例規の制定・改廃に係る概要書
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南砺市福野文化創造センター条例施行規則及び南砺市城端勤労青少年ホーム条例

施行規則の一部を改正する等の規則をここに公布する。

令和７年１２月１５日

南砺市教育委員会

教育長 松 本 謙 一

南砺市教育委員会規則第 号

南砺市福野文化創造センター条例施行規則及び南砺市城端勤労青少年ホーム

条例施行規則の一部を改正する等の規則

（南砺市福野文化創造センター条例施行規則の一部改正）

第１条 南砺市福野文化創造センター条例施行規則（平成２７年南砺市教育委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。
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様式第１号（第２条関係）

福野文化創造センター利用許可申請書

年 月 日

（宛先）指定管理者

福野文化創造センターの利用の許可を申請します。

申

請

者

住 所

〒

電話( ) －

FAX( ) －
利
用
責
任
者

住 所

□申請者に同じ

氏 名 氏 名

団 体 名
連 絡 先

代 表 者 名

行 事 名

利 用 日 年 / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( )

予 定 時 刻 準備開始 : 開場 : 開演（開始） : 終演撤去 :

施 設 名

時 間 帯

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:30 9:00～17:00 13:00～21:30 9:00～21:30

ホ ー ル （ ヘ リ オ ス ）

楽 屋

ア ー ト ス ペ ー ス

デ ー タ ス ペ ー ス

ス タ ジ オ M

ス タ ジ オ D

芝 水 庵

セ ミ ナ ー ル ー ム A

セ ミ ナ ー ル ー ム B

セ ミ ナ ー ル ー ム C

ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム

控 室

ア ト リ エ A

ア ト リ エ C

利用する器具、附属設備等

入 場 予 定 者 数 人 施 設 利 用 料 金 円

冷 暖 房 の 利 用 □有 □無 附属設備等利用料金 円

入 場 料 金
□無料

□有料（最高 円）

入 場 割 増 料 金 円

営 業 ・ 宣 伝 割 増 料 金 円

営 業 宣 伝 □有（市内・市外） □無 利 用 料 金 円

減 免 社 会 教 育 団 体 ・ 社 会 体 育 団 体 ・ 文 化 団 体 減 免 率 ％

□有 □無 福 祉 団 体 ・ N P O 法 人 ・ そ の 他 団 体 ・ 申 請 認 定 団 体 冷 暖 房 料 金 円

準備・リハーサル等減免 □有 □無 納 入 金 額 円

時 間 延 長 □有 □無 備 考
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様式第２号（第３条関係）

福野文化創造センター利用許可書

第 号

年 月 日

申請者 様

指定管理者 □印

福野文化創造センターの利用を許可します。

行 事 名

利 用 日 年 / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( )

予 定 時 刻 準備開始 : 開場 : 開演（開始） : 終演撤去 :

施 設 名

時 間 帯

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:30 9:00～17:00 13:00～21:30 9:00～21:30

ホ ー ル （ ヘ リ オ ス ）

楽 屋

ア ー ト ス ペ ー ス

デ ー タ ス ペ ー ス

ス タ ジ オ M

ス タ ジ オ D

芝 水 庵

セ ミ ナ ー ル ー ム A

セ ミ ナ ー ル ー ム B

セ ミ ナ ー ル ー ム C

ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム

控 室

ア ト リ エ A

ア ト リ エ C

利用する器具、附属設備等

入 場 予 定 者 数 人 施 設 利 用 料 金 円

冷 暖 房 の 利 用 □有 □無 附属設備等利用料金 円

入 場 料 金
□無料

□有料（最高 円）

入 場 割 増 料 金 円

営 業 ・ 宣 伝 割 増 料 金 円

営 業 宣 伝 □有（市内・市外） □無 利 用 料 金 円

減 免 社 会 教 育 団 体 ・ 社 会 体 育 団 体 ・ 文 化 団 体 減 免 率 ％

□有 □無 福 祉 団 体 ・ N P O 法 人 ・ そ の 他 団 体 ・ 申 請 認 定 団 体 冷 暖 房 料 金 円

準備・リハーサル等減免 □有 □無 納 入 金 額 円

時 間 延 長 □有 □無 備 考
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（南砺市城端勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止）

第２条 南砺市城端勤労青少年ホーム条例施行規則（平成２３年南砺市教育委員会規

則第２号）は、廃止する。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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南砺市福野文化創造センター条例施行規則新旧対照表（第１条関係）

現行 改正案 備考

様式第1号(第2条関係)
（略）

様式第1号(第2条関係)
（略）

分館の廃止に伴

う様式の改正

様式第2号(第3条関係)
（略）

様式第2号(第3条関係)
（略）

同上
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様式第１号（第２条関係）

福野文化創造センター利用許可申請書

年 月 日

（宛先）指定管理者

福野文化創造センターの利用の許可を申請します。

申

請

者

住 所

〒

電話( ) －

FAX( ) －
利
用
責
任
者

住 所

□申請者に同じ

氏 名 氏 名

団 体 名
連 絡 先

代 表 者 名

行 事 名

利 用 日 年 / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( )

予 定 時 刻 準備開始 : 開場 : 開演（開始） : 終演撤去 :

施 設 名

時 間 帯

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:30 9:00～17:00 13:00～21:30 9:00～21:30

ホ ー ル （ ヘ リ オ ス ）

楽 屋

ア ー ト ス ペ ー ス

デ ー タ ス ペ ー ス

ス タ ジ オ M

ス タ ジ オ D

芝 水 庵

セ ミ ナ ー ル ー ム A

セ ミ ナ ー ル ー ム B

セ ミ ナ ー ル ー ム C

ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム

控 室

ア ト リ エ A

ア ト リ エ C

分 館 「 喜 知 屋 」

利用する器具、附属設備等

入 場 予 定 者 数 人 施 設 利 用 料 金 円

冷 暖 房 の 利 用 □有 □無 附属設備等利用料金 円

入 場 料 金
□無料

□有料（最高 円）

入 場 割 増 料 金 円

営 業 ・ 宣 伝 割 増 料 金 円

営 業 宣 伝 □有（市内・市外） □無 利 用 料 金 円

減 免 社 会 教 育 団 体 ・ 社 会 体 育 団 体 ・ 文 化 団 体 減 免 率 ％

□有 □無 福 祉 団 体 ・ N P O 法 人 ・ そ の 他 団 体 ・ 申 請 認 定 団 体 冷 暖 房 料 金 円

準備・リハーサル等減免 □有 □無 納 入 金 額 円

時 間 延 長 □有 □無 備 考

様式第１号（第２条関係）

福野文化創造センター利用許可申請書

年 月 日

（宛先）指定管理者

福野文化創造センターの利用の許可を申請します。

申

請

者

住 所

〒

電話( ) －

FAX( ) －
利
用
責
任
者

住 所

□申請者に同じ

氏 名 氏 名

団 体 名
連 絡 先

代 表 者 名

行 事 名

利 用 日 年 / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( )

予 定 時 刻 準備開始 : 開場 : 開演（開始） : 終演撤去 :

施 設 名

時 間 帯

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:30 9:00～17:00 13:00～21:30 9:00～21:30

ホ ー ル （ ヘ リ オ ス ）

楽 屋

ア ー ト ス ペ ー ス

デ ー タ ス ペ ー ス

ス タ ジ オ M

ス タ ジ オ D

芝 水 庵

セ ミ ナ ー ル ー ム A

セ ミ ナ ー ル ー ム B

セ ミ ナ ー ル ー ム C

ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム

控 室

ア ト リ エ A

ア ト リ エ C

利用する器具、附属設備等

入 場 予 定 者 数 人 施 設 利 用 料 金 円

冷 暖 房 の 利 用 □有 □無 附属設備等利用料金 円

入 場 料 金
□無料

□有料（最高 円）

入 場 割 増 料 金 円

営 業 ・ 宣 伝 割 増 料 金 円

営 業 宣 伝 □有（市内・市外） □無 利 用 料 金 円

減 免 社 会 教 育 団 体 ・ 社 会 体 育 団 体 ・ 文 化 団 体 減 免 率 ％

□有 □無 福 祉 団 体 ・ N P O 法 人 ・ そ の 他 団 体 ・ 申 請 認 定 団 体 冷 暖 房 料 金 円

準備・リハーサル等減免 □有 □無 納 入 金 額 円

時 間 延 長 □有 □無 備 考

現行 改正案

←削除
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様式第２号（第３条関係）

福野文化創造センター利用許可書

第 号

年 月 日

申請者 様

指定管理者 □印

福野文化創造センターの利用を許可します。

行 事 名

利 用 日 年 / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( )

予 定 時 刻 準備開始 : 開場 : 開演（開始） : 終演撤去 :

施 設 名

時 間 帯

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:30 9:00～17:00 13:00～21:30 9:00～21:30

ホ ー ル （ ヘ リ オ ス ）

楽 屋

ア ー ト ス ペ ー ス

デ ー タ ス ペ ー ス

ス タ ジ オ M

ス タ ジ オ D

芝 水 庵

セ ミ ナ ー ル ー ム A

セ ミ ナ ー ル ー ム B

セ ミ ナ ー ル ー ム C

ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム

控 室

ア ト リ エ A

ア ト リ エ C

分 館 「 喜 知 屋 」

利用する器具、附属設備等

入 場 予 定 者 数 人 施 設 利 用 料 金 円

冷 暖 房 の 利 用 □有 □無 附属設備等利用料金 円

入 場 料 金
□無料

□有料（最高 円）

入 場 割 増 料 金 円

営 業 ・ 宣 伝 割 増 料 金 円

営 業 宣 伝 □有（市内・市外） □無 利 用 料 金 円

減 免 社 会 教 育 団 体 ・ 社 会 体 育 団 体 ・ 文 化 団 体 減 免 率 ％

□有 □無 福 祉 団 体 ・ N P O 法 人 ・ そ の 他 団 体 ・ 申 請 認 定 団 体 冷 暖 房 料 金 円

準備・リハーサル等減免 □有 □無 納 入 金 額 円

時 間 延 長 □有 □無 備 考

様式第２号（第３条関係）

福野文化創造センター利用許可書

第 号

年 月 日

申請者 様

指定管理者 □印

福野文化創造センターの利用を許可します。

行 事 名

利 用 日 年 / ( ), / ( ), / ( ), / ( ), / ( )

予 定 時 刻 準備開始 : 開場 : 開演（開始） : 終演撤去 :

施 設 名

時 間 帯

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全 日

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:30 9:00～17:00 13:00～21:30 9:00～21:30

ホ ー ル （ ヘ リ オ ス ）

楽 屋

ア ー ト ス ペ ー ス

デ ー タ ス ペ ー ス

ス タ ジ オ M

ス タ ジ オ D

芝 水 庵

セ ミ ナ ー ル ー ム A

セ ミ ナ ー ル ー ム B

セ ミ ナ ー ル ー ム C

ミ ー テ ィ ン グ ル ー ム

控 室

ア ト リ エ A

ア ト リ エ C

利用する器具、附属設備等

入 場 予 定 者 数 人 施 設 利 用 料 金 円

冷 暖 房 の 利 用 □有 □無 附属設備等利用料金 円

入 場 料 金
□無料

□有料（最高 円）

入 場 割 増 料 金 円

営 業 ・ 宣 伝 割 増 料 金 円

営 業 宣 伝 □有（市内・市外） □無 利 用 料 金 円

減 免 社 会 教 育 団 体 ・ 社 会 体 育 団 体 ・ 文 化 団 体 減 免 率 ％

□有 □無 福 祉 団 体 ・ N P O 法 人 ・ そ の 他 団 体 ・ 申 請 認 定 団 体 冷 暖 房 料 金 円

準備・リハーサル等減免 □有 □無 納 入 金 額 円

時 間 延 長 □有 □無 備 考

現行 改正案

←削除
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※文書システムの起案時に添付文書の冒頭に添付すること。
※印刷時に文字きれなく表示するよう行の幅を調整すること。

例規の名称 南砺市城端曳山会館及び土蔵群「蔵回廊」条例施行規則

区分（リスト選択） 制定

公布（公表）予定日 令和8年3月31日

施行期日等（効力発生日） 令和8年4月1日

議会提案（条例のみ） -

法形式（リスト選択） 教育委員会規則

主管課 文化・世界遺産課

担当者（氏名） 南田　哲幸

内線 2761

制定改廃の趣旨・理由
南砺市城端曳山会館及び土蔵群「蔵回廊」の休館日等の必要な事項
を定める。

制定改廃の主な内容
（制定・改廃の内容（どこの何を
どのように改正するのかなど）を

詳細に記入）
※要件・補助率など

１．趣旨
２．開館時間
３．休館日
４．その他

根拠法令
（今回の改正等に係る根拠。
不要なものは添付しない。）

-

制定改廃に伴う経過措置 -

予算措置の内容 -

補助金交付要綱の場合、
財政係事前協議

（交付対象、補助率）

参考資料(意思決定文書、関係法
令の写しその他の資料)

-

※条例の場合、パブコメの有無に関わらず、「南砺市まちづくり基本条例に基づく報告事項」を添付のこと。

例規の制定・改廃に係る概要書

11

資料４



南砺市城端曳山会館及び土蔵群「蔵回廊」条例施行規則をここに公布する。

令和８年３月 日

南砺市教育委員会

教育長 松 本 謙 一

教育委員会規則第 号

南砺市城端曳山会館及び土蔵群「蔵回廊」条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、南砺市城端曳山会館及び土蔵群「蔵回廊」条例（平成１６年南

砺市条例第１０８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（開館時間）

第２条 南砺市城端曳山会館及び土蔵群「蔵回廊」（以下「会館」という）の開館時間

は、午前９時から午後５時までとする。ただし、南砺市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することがで

きる

（休館日）

第３条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があ

ると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

（１）火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日に当たるときは、その翌日）

（２）１２月２９日から翌年１月３日までの日

（その他）

第５条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、教

育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。

12



参考
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南砺市立中央図書館 
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資料５



令和７年南砺市議会定例会 令和７年９月会議 会議録目次

第 １ 号 （９月１日）

○議事日程……………………………………………………………………………………………………………………１

○本日の会議に付した事件…………………………………………………………………………………………………２

○出席議員、欠席議員………………………………………………………………………………………………………２

○説明のため出席した者……………………………………………………………………………………………………２

○職務のため出席した事務局職員…………………………………………………………………………………………２

○開議の宣告…………………………………………………………………………………………………………………３

○会議録署名議員の指名……………………………………………………………………………………………………３

○議案第８５号から議案第９６号まで並びに報告第１０号及び

報告第１１号並びに認定第１号から認定第１０号までの上程、説明……………………………………………３

○議案第９５号の質疑、討論、採決………………………………………………………………………………………６

○認定第１号から認定第１０号までの委員会付託………………………………………………………………………６

○休会の件について…………………………………………………………………………………………………………７

○散会の宣告…………………………………………………………………………………………………………………７

第 ２ 号 （９月８日）

○議事日程……………………………………………………………………………………………………………………８

○本日の会議に付した事件…………………………………………………………………………………………………８

○出席議員、欠席議員………………………………………………………………………………………………………８

○説明のため出席した者……………………………………………………………………………………………………９

○職務のため出席した事務局職員…………………………………………………………………………………………９

○開議の宣告…………………………………………………………………………………………………………………９

○市政一般に対する質問並びに議案第８５号から議案第９４号まで、

及び議案第９６号並びに報告第１０号及び報告第１１号について……………………………………………９

榊 祐 人 議員 [代表質問]…………………………………………………………………………………９

１. 各種選挙の結果を受けて…………………………………………………………………１０

２．公共施設再編計画について………………………………………………………………１１

３．小中学校の再編について…………………………………………………………………１１

４．市立２病院の医療機能のあり方について………………………………………………１２

５．プレイアースパーク開業に向けた対応について………………………………………１３

６．農業政策の方向性について………………………………………………………………１４

答弁者 田中市長

福光地域の再編の方向性に対する見解は　市全体を俯瞰した再編のあり方は

再編の方向性未定の施設の機能維持は

令和７年度９月会議個別質問答弁要旨について
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資料６



井 渕 信 雄 議員……………………………………………………………………………………………２１

１．森林の整備や資源の活用について………………………………………………………２２

２．再生可能エネルギーについて……………………………………………………………２３

３．投票所について……………………………………………………………………………２４

４．ユネスコスクールと平和教育について…………………………………………………２５

５．「五箇山学舎」の現状と跡地の活用について…………………………………………２５

６．「２０２５大阪・関西万博」に出演して………………………………………………２７

答弁者 岩佐ブランド戦略部長・石﨑総務部長・山田総合政策部長・松本教育長・氏家教育部長

川 原 忠 史 議員……………………………………………………………………………………………２８

１．地域公共交通計画について………………………………………………………………２８

２．地域住民主体のまちづくり拠点整備事業について……………………………………３２

３．都市計画道路整備による新たな交差点の信号機設置への取り組みは………………３５

４．「まごころボタン事業」について………………………………………………………３６

答弁者 山田総合政策部長・稲垣ふるさと整備部長・松田地域包括医療ケア部長

齋 藤 幸 江 議員……………………………………………………………………………………………３７

１．命の水と暮らし・水道料金の平均化……………………………………………………３７

２．庄川上流の水環境保全への姿勢…………………………………………………………４１

３．市の障がい者法定雇用率とＤＥＩ推進…………………………………………………４２

４．全国・県内の盗撮や性的被害・性的搾取事案への対応………………………………４４

５．市の犯罪被害者等支援条例の制定………………………………………………………４６

答弁者 稲垣ふるさと整備部長・岩佐ブランド戦略部長・石﨑総務部長・氏家教育部長・

山田総合政策部長・溝口市民協働部長・田中市長

中 島 満 議員……………………………………………………………………………………………４８

１．人口減少問題・少子化対策について……………………………………………………４８

２．高齢者の補聴器購入に対する助成について……………………………………………５２

答弁者 田中市長・石﨑総務部長・岩佐ブランド戦略部長・氏家教育部長・

松田地域包括医療ケア部長

大 河 原 晴 子 議員…………………………………………………………………………………………５４

１．児童生徒の長期休暇について……………………………………………………………５４

２．小１プロブレム・中１ギャップについて………………………………………………５７

３．包括的セクシュアリティ教育について…………………………………………………５８

４．ジェンダーギャップの解消について……………………………………………………６０

答弁者 氏家教育部長・松本教育長・山田総合政策部長・溝口市民協働部長

竹 田 秀 人 議員……………………………………………………………………………………………６１

１．農業振興について…………………………………………………………………………６２

教材を取り入れた教育活動は　「平和の大切さ」をどのように伝えていくか

五箇山学舎の進行状況は　跡地の活用は

学校における国や県からの指導、市の対応は　子どもたちへの影響と指導、保護者への対応

少人数学級を導入し、教育環境の改善を進めることが必要

長期休暇の教育的意義について　夏休みの宿題について

現状について　安心して相談できる環境づくりについて
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２. 公共施設の再編について…………………………………………………………………６８

答弁者 岩佐ブランド戦略部長・田中市長・松本教育長

○散会の宣言………………………………………………………………………………………………………………７０

第 ３ 号 （９月９日）

○議事日程…………………………………………………………………………………………………………………７１

○本日の会議に付した事件………………………………………………………………………………………………７１

○出席議員、欠席議員……………………………………………………………………………………………………７１

○説明のため出席した者…………………………………………………………………………………………………７２

○職務のため出席した事務局職員………………………………………………………………………………………７２

○開議の宣告………………………………………………………………………………………………………………７２

○市政一般に対する質問並びに議案第８５号から議案第９４号まで、

及び議案第９６号並びに報告第１０号及び報告第１１号について……………………………………………７２

山 田 清 志 議員……………………………………………………………………………………………７２

１．災害時の対策について……………………………………………………………………７２

２．公共施設の利活用…………………………………………………………………………７７

答弁者 石﨑総務部長・氏家教育部長・田中市長・山田総合政策部長

石 村 修 子 議員……………………………………………………………………………………………８３

１．消防団に関する支援と今後の在り方について…………………………………………８３

２．南砺市における外国人住民の現状について……………………………………………８６

３．「花いっぱいのまちづくり」の確認について…………………………………………８８

４．急性期医療の将来像と病床規模の適正化………………………………………………９０

答弁者 石﨑総務部長・溝口市民協働部長・岩佐ブランド戦略部長・松田地域包括医療ケア部長・

齊藤副市長

水 口 秀 治 議員……………………………………………………………………………………………９３

１．物価高等対策について……………………………………………………………………９３

２．商店街の活性化について…………………………………………………………………９７

３．悪質商法や特殊詐欺等について…………………………………………………………９８

４．医療費の削減について…………………………………………………………………１０３

答弁者 田中市長・岩佐ブランド戦略部長・溝口市民協働部長・松田地域包括医療ケア部長

○議案第８５号から議案第９４号、議案第９６号の委員会付託…………………………………………………１０４

○休会について…………………………………………………………………………………………………………１０５

○散会の宣言……………………………………………………………………………………………………………１０５

福光福祉会館周辺施設再編整備事業　失われた10年、地元住民と十分な話し合いを

小中学校の統合議論における旧校舎の活用
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第 ４ 号 （９月１９日）

○議事日程………………………………………………………………………………………………………………１０６

○本日の会議に付した事件……………………………………………………………………………………………１０６

○出席議員、欠席議員…………………………………………………………………………………………………１０６

○説明のため出席した者………………………………………………………………………………………………１０７

○職務のため出席した事務局職員……………………………………………………………………………………１０７

○開議の宣告……………………………………………………………………………………………………………１０７

○議案第８５号から議案第９４号まで、及び議案第９６号

並びに議案第９７号の委員長報告、質疑、討論、採決………………………………………………………１０７

○同意第２号の上程、説明、質疑、討論、採決……………………………………………………………………１１２

○議員派遣について……………………………………………………………………………………………………１１２

○休会の件について……………………………………………………………………………………………………１１３

○市長挨拶………………………………………………………………………………………………………………１１３

○散会の宣言……………………………………………………………………………………………………………１１３

［参照］

議案付託表（常任委員会）……………………………………………………………………………………１１４

委員会審査報告書………………………………………………………………………………………………１１５

○署名議員………………………………………………………………………………………………………………１１７

総務文教常任委員会での主な質問
・吉江中学校の井戸ポンプ設備修繕の内容は？
・富山県エネルギーに関する教育支援事業の採択について、他の学校は？
・学校給食の委託内容は？３年契約の考え方は？
・松村謙三顕彰会の旅費１人３０万円の基準は？
・学力、学習状況調査の結果についての考えは？
・読書シティ宣言のような仕掛けづくりはできないか。

決算予算特別委員会での主な質問
・ふるさと教育の外部講師について、学校によって内容が違うのでは？
・講師謝礼にばらつきがみられるが基準はないのか？
・スクールアドバイザーや早期支援コーディネーターの対応実績や効果は？
・利賀の山村留学の現状と意見は？
・ICT支援員や運用サポートは今も必要な状態なのか？
・教育支援センター教育指導員とは、いおう教室に勤務されている方なのか？
・校務助手の高齢化対策は？
・現在、統合が検討されている学校の修繕は？
・学校給食の補填は、どの部分を補填しているのか？
・二十歳の集いは、誰がどのような企画をして運営しているのか？
・市民大学講座が抽選となっているが、参加枠を広げられないのか？
・高齢者学級の拡充を。
・中学生の学習支援事業が井波地区の参加者が多い。他の地区も同様にできないか？
・図書館の利用状況の推移は？
・バースデーブックの狙いと思いは？
・スポーツクラブ指導力向上支援事業補助金の利用が３人というのは少ないのでは？
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担当課 議案書ページ

番号 110128 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

5,365 1,868 7,233 1,868

令和７年度12月補正予算説明資料

教育総務課

一般会計

財源内訳

財源内訳

スターフォレスト利賀維持管理費

① 補正の概要 山村留学生の宿泊場所である「スターフォレスト利賀」の光熱水費を増額補正するもの

② 補正予算計上を
必要とする理由

電気・水道の使用量及び燃料単価が当初の想定よりも上昇したため、当初予算額では不足すると
見込まれる分を増額補正するもの

③ 補正予算（事業）の
内容

実績見込による不足分の補正

①燃料費
　・令和7年度実績見込額 1,475千円 － 当初予算額 1,454千円 ＝差額 21千円
②電気料
　・令和7年度実績見込額 4,670千円 － 当初予算額 3,095千円 ＝差額 1,575千円
③電気料
　・令和7年度実績見込額 1,088千円 － 当初予算額 816千円 ＝差額 272千円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：なし

10 1 2 補正前の額 補正額 累計

山村留学事業費 89,024 1,868 90,892 1,868

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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資料７



担当課 議案書ページ

番号 110212 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

118,700 11,581 130,281 11,581

令和７年度12月補正予算説明資料

教育総務課

一般会計

財源内訳

財源内訳

小学校施設維持管理費

① 補正の概要 市立小学校の光熱水費を増額補正するもの

② 補正予算計上を
必要とする理由

電気・水道の使用量及び燃料単価が当初の想定よりも上昇したため、当初予算額では不足すると
見込まれる分を増額補正するもの

③ 補正予算（事業）の
内容

実績見込による不足分の補正

①燃料費
　・令和7年度実績見込額 6,771千円 － 当初予算額 6,356千円 ＝差額 415千円
②電気料
　・令和7年度実績見込額 112,240千円 － 当初予算額 101,391千円 ＝差額 10,849千円
③電気料
　・令和7年度実績見込額 11,270千円 － 当初予算額 10,953千円 ＝差額 317千円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：なし

10 2 1 補正前の額 補正額 累計

小学校管理費 235,303 11,581 246,884 11,581

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ

番号 110222 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

18,462 7,437 25,899 6,694 743

令和７年度12月補正予算説明資料

教育総務課

一般会計

財源内訳

財源内訳

学校給食費軽減対策事業負担金

① 補正の概要 物価高騰対策として実施している「学校給食費軽減対策事業負担金」を増額補正するもの

② 補正予算計上を
必要とする理由

物価高騰の影響で学校給食の食材費が増え、給食会計の収入不足額が当初よりも増加すること
が見込まれる。そのため、当初予算額での給食会計への負担金額では不足すると見込まれる分
を増額補正するもの

③ 補正予算（事業）の
内容

食材費の増額見込による負担金不足分の補正

・令和7年度実績見込額 25,899千円 － 当初予算額 18,462千円 ＝差額 7,437千円

※食材費見込み　当初予算時 342.5円　→　12月補正時 363.3円（+20.8円）

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：（国定額）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　6,694千円

10 2 2 補正前の額 補正額 累計

小学校給食費 160,914 7,437 168,351 6,694 743

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ

番号 110312 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

73,309 4,287 77,596 4,287

令和７年度12月補正予算説明資料

教育総務課

一般会計

財源内訳

財源内訳

中学校施設維持管理費

① 補正の概要 市立中学校の電気料を増額補正するもの

② 補正予算計上を
必要とする理由

電気使用量が当初の想定よりも上昇したため、当初予算額では不足すると見込まれる分を増額
補正するもの

③ 補正予算（事業）の
内容

実績見込による不足分の補正

電気料
　・令和7年度実績見込額 71,327千円 － 当初予算額 67,040千円 ＝差額 4,287千円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：なし

10 3 1 補正前の額 補正額 累計

中学校管理費 172,441 4,287 176,728 4,287

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ

番号 110322 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

11,547 2,221 13,768 1,777 444

令和７年度12月補正予算説明資料

教育総務課

一般会計

財源内訳

財源内訳

学校給食費軽減対策事業負担金

① 補正の概要 物価高騰対策として実施している「学校給食費軽減対策事業負担金」を増額補正するもの

② 補正予算計上を
必要とする理由

物価高騰の影響で学校給食の食材費が増え、給食会計の収入不足額が当初よりも増加すること
が見込まれる。そのため、当初予算額での給食会計への負担金額では不足すると見込まれる分
を増額補正するもの

③ 補正予算（事業）の
内容

食材費の増額見込による負担金不足分の補正

・令和7年度実績見込額 13,768千円 － 当初予算額 11,547千円 ＝差額 2,221千円

※食材費見込み　当初予算時 414.0円　→　12月補正時 441.7円（+27.7円）

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：（国定額）物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　1,777千円

10 3 2 補正前の額 補正額 累計

中学校給食費 114,995 2,221 117,216 1,777 444

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ

番号 110441 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

68,147 3,802 71,949 3,802

令和７年度12月補正予算説明資料

中央図書館

一般会計

財源内訳

財源内訳

会計年度任用職員人件費

① 補正の概要 会計年度任用職員に係る人件費を増額補正するもの。

② 補正予算計上を
必要とする理由

常勤職員の給料改定に準じて会計年度任用職員の給与等も改定されるため。

③ 補正予算（事業）の
内容

【会計年度任用職員人件費】
・司書及び事務補助（フルタイム）20人
（給料）改定差額支払額　51,952千円　- 当初予算額　49,417千円 = 差額　2,535千円
（期末手当）改定差額支払額　10,858千円 - 当初予算額　10,179千円 = 差額 679千円
（勤勉手当）改定差額支払額　9,139千円 - 当初予算額　8,551千円 = 差額 588千円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：なし

10 4 4 補正前の額 補正額 累計

図書館管理運営費 151,182 3,802 154,984 3,802

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ 29

番号 13218 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

4,208 189 4,397 189

令和７年度12月補正予算説明資料

こども課

一般会計

財源内訳

財源内訳

会計年度任用職員人件費

① 補正の概要 会計年度任用職員に係る人件費を増額補正するもの。

② 補正予算計上を
必要とする理由

常勤職員の給料改定に準じて会計年度任用職員の給与等も改定されたため。

③ 補正予算（事業）の
内容

【会計年度任用職員人件費】
・作業療法士（パートタイム）
　　報酬　改定後支払額　2,807千円　-　当初予算額　2,690千円　＝　差額　117千円
　　手当　改定度支払額　1,090千円　-　当初予算額　1,032千円　＝　差額　58千円
　　共済費　改定後支払額　404千円　-　当初予算額　390千円　＝　差額　14千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：なし

3 2 1 補正前の額 補正額 累計

児童発達支援費 5,305 189 5,494 189

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ 29

番号 132112 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

0 99 99 99

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

15,724 697 16,421 697

令和７年度12月補正予算説明資料

こども課

一般会計

財源内訳

財源内訳

令和６年度困難な問題を抱える女
性支援推進等事業費国庫補助金
返還金

① 補正の概要 令和６年度困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金返還金

② 補正予算計上を
必要とする理由

令和6年度困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金のうち、女性相談支援員活動
強化事業に係る国庫補助金の額の確定により返還が生じたため。

③ 補正予算（事業）の
内容

令和６年度困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金
・女性相談支援員活動強化事業
　交付受入額　2,056千円　→　確定額　1,957千円　　差額返還額　99千円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：なし

財源内訳

会計年度任用職員人件費

① 補正の概要 会計年度任用職員に係る人件費を増額補正するもの。

② 補正予算計上を
必要とする理由

常勤職員の給料改定に準じて会計年度任用職員の給与等も改定されたため。

③ 補正予算（事業）の
内容

【会計年度任用職員人件費】
・女性相談支援員（パートタイム）　・女性相談支援員兼家庭児童相談員（パートタイム）、
・家庭児童相談員（パートタイム）　・母子父子自立支援員（パートタイム）
　　報酬　改定後支払額　10,162千円　-　当初予算額　9,722千円　＝　差額　440千円
　　手当　改定度支払額　3,940千円　-　当初予算額　3,728千円　＝　差額　212千円
　　共済費　改定後支払額　2,128千円　-　当初予算額　2,083千円　＝　差額　45千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：なし

3 2 1 補正前の額 補正額 累計

こども家庭センター費 19,729 796 20,525 796

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計

　

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ 28

番号 13215 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

0 268 268 268

令和７年度12月補正予算説明資料

こども課

一般会計

財源内訳

財源内訳

養育医療給付事業費国庫負担金
返還金

① 補正の概要 令和６年度養育医療給付事業費国庫負担金の実績に基づく返還

② 補正予算計上を
必要とする理由

令和６年度養育医療給付事業費国庫負担金のうち、額確定に伴い返還が生じたため。

③ 補正予算（事業）の
内容

　 償還金利子及び割引料　　268千円

＜内訳＞
　　交付決定額（国概算払）700,000円　－　実績額　432,134円　＝　267,866円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：なし

3 2 1 補正前の額 補正額 累計

こども妊産婦医療費給付費 151,394 268 151,662 268

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ 29

番号 13226 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

757,100 21,440 778,540 18,495 2,945

令和７年度12月補正予算説明資料

こども課

一般会計

財源内訳

財源内訳

児童手当給付費

① 補正の概要 実績見込による給付額の精査

② 補正予算計上を
必要とする理由

R6.10制度改正（所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円  等）による実績見込
額の増

③ 補正予算（事業）の
内容

　扶助費　　21,440千円

＜内訳＞
　　実績見込778,540千円 － 当初予算額757,100千円＝ 21,440千円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：（国）児童手当交付金　　15,549千円
　　　  （県）児童手当負担金　    2,946千円

3 2 2 補正前の額 補正額 累計

児童手当給付費 757,792 21,440 779,232 18,495 2,945

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ 30

番号 13257 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

0 162 162 162 0

令和７年度12月補正予算説明資料

こども課

一般会計

財源内訳

財源内訳

民間保育施設等光熱費高騰対策
支援事業補助金

① 補正の概要
物価高騰の影響を受ける市内のこども関連施設等に対し、光熱費等の高騰分を支援するため、
予算の範囲内において、補助金を交付するもの。

② 補正予算計上を
必要とする理由

価格高騰の影響を受けながら保育サービスを提供している民間保育施設等に対して、安定した事
業継続のため支援が必要なため。

③ 補正予算（事業）の
内容

【民間保育施設等及び認可外保育施設に対する光熱費高騰対策支援】
  負担金補助金及び交付金
　　　・私立保育所・認定こども園　700円×在籍児童数（３施設）　　　　　　　　158千円
　　　・認可外保育施設（１施設）　　　 　　定額：4,000円　　　　　　　　　 　　　　 　4千円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：（国10/10）物価高騰対応地方創生臨時交付金　　162千円

3 2 5 補正前の額 補正額 累計

私立保育園育成費 15,584 162 15,746 162 0

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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担当課 議案書ページ 30

番号 13259 （単位：千円）

款 項 目

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

国県支出金 地方債 その他特財 一般財源

338,522 27,720 366,242 32,501 ▲ 4,781

令和７年度12月補正予算説明資料

こども課

一般会計

財源内訳

財源内訳

施設型給付費等補助金

① 補正の概要
令和７年度４月の公定価格の変更及び、加算額の計算方法の変更により施設型給付費額が増額
となったもの。

② 補正予算計上を
必要とする理由

国の教育・保育施設の公定価格の引き上げに伴う実績見込により、保育業務委託料、扶助費に
ついて当初予算から大幅な増が生じるため。

③ 補正予算（事業）の
内容

・私立保育園保育業務委託料　4,944千円
　①市内私立保育園（１園）
　　　　公定価格（変更）107,641千円 　-　（当初）102,697千円　＝　4,944千円

・私立認定こども園施設型給付費　22,776千円
　①市内私立認定こども園
　　　　公定価格（変更）　147,902千円　-　（当初）  142,249千円　＝　 5,653千円
　　　　　　　　　　　   　　　　99,639千円　-　（当初） 　82,516千円　＝　17,123千円

④ 特記事項
（特定財源等）

財源：子どものための教育・保育給付費国庫負担金（国1/2　21,572千円）
　　　  子どものための教育・保育給付費県費負担金（県1/4　 8,551千円）
　　　　施設型給付費等補助金　　　　　　　　　　　　　 （県1/4　2,378千円）　

3 2 5 補正前の額 補正額 累計

施設型給付等支援費 338,522 27,720 366,242 32,501 ▲ 4,781

補正概要（事業名等） 補正前の額 補正額 累計
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令和７年12月15日

令和７年度卒業証書授与式・修了式及び令和８年度始業式・入学式等について

南砺市教育委員会

１．令和７年度卒業証書授与式

○中・義務教育学校 令和８年３月１２日（木）午前

（県立高校合格発表 ３月１３日（金）１２：３０）

○小学校 令和８年３月１７日（火）午前

（義務教育学校６年生の修了証授与式は修了式と同日に行う）

２．令和７年度修了式

○小・中・義務教育学校 令和８年３月２４日（火）午前

３．令和８年度１学期始業式

○小・中・義務教育学校 令和８年４月 ８日（水）午前

※五箇山学舎 令和８年４月 ８日（水）午前or午後（未定）

４．令和８年度入学式

○小・義務教育学校 令和８年４月 ９日（木）午前

○中学校 令和８年４月 ９日（木）午後

（７年生の進級式は始業式と同日に行う）

５．その他

○上平小学校閉校式 令和８年３月２８日（土） ９：００〜

○平中学校閉校式 令和８年３月２８日（土）１１：００〜

○五箇山学舎開校式 令和８年４月 ８日（水）午前（予定）

以上
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●令和７年度南砺市中学生学習支援事業（冬休み）

一人一人の学習ニーズに対し個別に指導するなど学習環境を整え、学習意欲の

向上を図ることを目的に開催。

1 日時・会場 １２月２０日（土）９:００～１２:００

① 井波会場：地域包括ケアセンター

② 福野会場：なんとエナジー文化創造センター ヘリオス

１２月２１日（日）９:００～１２:００

③ 城端会場：城端伝統芸能会館「じょうはな座」

④ 福光会場：南砺市役所 別館３階

１２月２６日（金）９:００～１２:００

⑤ 福光会場：南砺市役所 別館３階

2 参加者 市内中学生全学年、義務教育学校７～９年生

９人（延べ１４人）

3 講 師 富山国際大学子ども育成学部学生

●令和７年度南砺市子ども体験活動（冬休み）

様々な体験活動を通して、子どもたちのたくましい体と豊かな心を育成することを目

的に開催。
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ネーミングライツ・パートナー契約施設について

■制度概要

市の新たな財源の確保、地域経済の活性化のために市の資産の命名権を広告媒体と

して活用するもの

■対象施設 ※現時点

１．南砺市福野文化創造センター

愛称：なんとエナジー文化創造センター ヘリオス

契約者：株式会社なんとエナジー（南砺市寺家新屋敷 366 番地）

年額命名権料：500,000 円

契約期間：7年間（令和 7年 9月 1日から令和 14 年 8 月 31 日まで）

２．南砺市福野体育館

愛称：ＫＡＷＡＤＡアリーナ福野

契約者：川田工業株式会社（南砺市苗島 4610 番地）

年額命名権料：1,000,000 円

契約期間：7年間（令和 7年 9月 1日から令和 14 年 8 月 31 日まで）

３．南砺市城南スタジアム

愛称：城南Ｌｉ Ｓｔａｒスタジアム

契約者：株式会社Ｌｉ Ｓｔａｒ（富山市本郷町 62 番地 2）

年額命名権料：550,000 円

契約期間：7年間（令和 7年 9月 1日から令和 14 年 8 月 31 日まで）

４．南砺市井波総合文化センター

愛称：ミントゥ井波文化ホール

契約者：株式会社ミズカミ（砺波市庄川町青島 2270 番地）

年額命名権料：500,000 円

契約期間：7年間（令和 7年 12 月 1 日から令和 14 年 11 月 31 日まで）

５．南砺市旅川グラウンド

愛称：SaSaJima フィールド旅川

契約者：笹嶋工業株式会社（南砺市三ツ屋 28 番地）

年間命名権料：300,000 円

契約期間：7年間（令和 7年 12 月 1 日から令和 14 年 11 月 31 日まで）

■その他

対象施設の表示変更（看板等）については、契約者が実施。（申請 → 市が許可）
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令和８年南砺市二十歳の集い 会場別実施概要 令和８年１月１１日（日）１０：００開式

地域 成人式会場 所在地・電話番号
主催者代表(予定)

（ 職名 ）
対象者総数

（12/1現在）
出席予定者数
（12/1現在）

共通プログラム 第2部祝賀行事
会場責任者
（所属）

城端
城端伝統芸能会館
「じょうはな座」

〒939-1865
南砺市城端1046
0763-62-5050

（教育委員）
男：49
女：32
計：81

男：40
女：27
計：67

早崎　一人
（社会教育指導員・
城端勤労青少年ﾎｰﾑ）

0763-62-2267

平
上平

上平交流センター
〒939-1977

南砺市西赤尾277
0763-67-3650

（教育委員）

男： 8
女： 7
計：15

男： 7
女： 6
計：13

中村亨（平市民ｾﾝﾀｰ）
0763-23-2040

中谷栄伸（上平市民ｾﾝﾀｰ）
0763-23-2043

利賀
※R8
開催
なし

複合教育施設
「アーパス」

〒939-2507
南砺市利賀村184
0763-68-2016

男： 
女：　
計： 

男： 
女： 
計： 

中川　満
（利賀市民ｾﾝﾀｰ）

0763-23-2046

井波
ミントゥ

井波文化ホール

〒932-0231
南砺市井波1400
0763-82-5885

（教育委員）

男：38
女：39
計：77

男：29
女：33
計：62

小橋　芳江
（社会教育指導員・

ミントゥ井波文化ホール）
0763-82-5885

井口
カイニョと椿の森公園

「いのくち椿館」

〒939-1879
南砺市宮後188
0763-64-2202

タ ナカ ミキ オ

田中　幹夫

（市長）

男： 5
女： 4
計： 9

男： 4
女： 4
計： 8

荒木　知香子
（井口市民ｾﾝﾀｰ）

0763-23-2053

福野
なんとエナジー文化創

造センター
「ヘリオス」

〒939-1576
南砺市やかた100
0763-22-1125

サイトウ ムネト

齊藤　宗人

（ 副市長 ）

男 ：76
女 ：55
計：131

男 ：54
女 ：42
計 ：96

新田記子・木村尚美
（社会教育指導員・

なんとエナジー文化創造セン
ター）

福光 福光中央会館
〒939-1732

南砺市荒木5318
0763-52-8181

マツモト ケンイチ

松本　謙一

（教育長）

男 ：76
女 ：70
計：146

男 ：58
女 ：56
計：114

船藤　統嗣
（福光福祉会館）

0763-52-3022

全体

　【出席予定者数】
男：192
女：168

計：360（78．4%）

担当：髙堂　清美
　　　清水　萌子
(生涯学習スポーツ課)

0763-23-2013

記念写真撮影委託先：
南砺市写真師組合

事務局
上田写真館
52-0340

※昨年度実績
(令和7年1月12日

実施)

【対象者】
平成17年4月2日～平成18年4月1日に生まれ
た方で、令和7年12月1日時点で南砺市内に
住民票のある方及び本人から申し出があ
り、市において確認ができた人

【対象者総数】
男：252
女：207
計：459

※住民票＋市外申込者

　【対象者総数】
　　男：223
　　女：200
　　計：423

　（住民票＋市外申込者）

　【出席数】
　　男:179　
　　女:163　

　　計：342（80．9）
　（出席率％）

　受付９：００
　　　（主賓）
　　　９：３０
　　　（来賓等）

　開式１０：００

・開式の辞
・国歌斉唱
・式辞
・祝辞
・記念品贈呈　　　　　
・祝電披露
・謝辞
・閉式の辞

※会場によりプロ
グラムが多少異な
る場合がありま
す。

・二十歳の抱負
・思い出のスライド
・記念写真撮影　等
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令和８年１月１１日（日）南砺市二十歳の集い　地域別対象者数一覧

城　端 利　賀 井　波 井　口 福　野 福　光 計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

49 32 8 7 0 0 38 39 5 4 76 55 76 70 252 207

40 27 7 6 0 0 29 33 4 4 54 42 58 56 192 168

81.6% 84.4% 87.5% 85.7% 0.0% 0.0% 76.3% 84.6% 80.0% 100.0% 71.1% 76.4% 76.3% 80.0% 76.2% 81.2%

（参考：昨年度（令和７年）地域別対象者数）

城　端 利　賀 井　波 井　口 福　野 福　光 計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

45 34 7 7 2 2 41 28 4 6 60 57 61 65 220 199

33 25 7 6 2 2 34 25 3 5 52 47 50 52 181 162

73.3% 73.5% 100.0% 85.7% 100.0% 100.0% 82.9% 89.3% 75.0% 83.3% 86.7% 82.5% 82.0% 80.0% 82.3% 81.4%

（2025/12/1現在)  

平・上平

81 15 0 77 9 131 146 459

67 13 0 62 8 96 114 360

82.7% 86.7% 0.0% 80.5% 88.9% 73.3% 78.1% 78.4%

平・上平

79 14 4 69 10 117 126 419

58 13 4 59 8 99 102 343

73.4% 92.9% 100.0% 85.5% 80.0% 84.6% 81.0% 81.9%

区     分

二十歳の集い
対象者総数

出
席
者
数
　

出席予定者数

出席率

区     分

対象者総数

出
席
者
数
　

出席者数

出席率
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令和８年南砺市二十歳の集い実施要項

１ 趣 旨 二十歳を迎えた方々を祝福し、改めて大人としての自覚と自立を促すとともに、

『ふるさと南砺市』を見つめ直す機会とする。

２ 主 催 南砺市、南砺市教育委員会

３ 企 画 運 営 教育委員会二十歳の集い担当者及び各地域実行委員会

４ 日 時 令和８年１月１１日（日）午前１０時開式（予備日 令和８年２月２２日（日））

５ 会 場 市内６会場

城端 会場 城端伝統芸能会館「じょうはな座」

平・上平会場 上平交流センター

井波 会場 ミントゥ井波文化ホール

井口 会場 カイニョと椿の森公園「いのくち椿館」

福野 会場 なんとエナジー文化創造センター ヘリオス

福光 会場 福光中央会館

※利賀会場は当該年度の中学校卒業生がいないため開催しない。

６ 対 象 者 平成 17年４月２日～平成 18年４月１日生まれで、下記のいずれかの条件を満

たす人

・南砺市内に住民登録のある人 住基対象者（７月１日現在）409 名

・本人から申し出があり、南砺市において確認ができた人（市内卒業後の転出者等）

７ 日 程 ９：００～ 主賓、来賓受付開始

１０：００～ 式典

式次第

１ 開 式 の 辞

２ 国 歌 斉 唱

３ 式 辞

※井口地域 市長出席

井口以外 市長のビデオメッセージを放映

４ 祝 辞

５ 記念品贈呈

６ 祝 電 披 露

７ 謝 辞

８ 閉 式 の 辞

１０：３０～ 第２部祝賀行事及び記念写真撮影

８ 記 念 品 式典の記念写真（後日発送）

９ そ の 他 大雪等の影響により、延期・中止の場合がある。
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FIS フリースタイルスキーワールドカップ 2026 富山なんと大会について

■概要

本大会は、アジア圏における国際スキー・スノーボード連盟（FIS）の開催要望を

受け、全日本スキー連盟が主導し、市および関係団体との協力のもと、設立した組織

委員会で大会運営を行う。

○日程

公式練習 令和 8年２月２６日㈭～２７日㈮

本 戦 ２月２８日㈯＿＿男女モーグル

３月 １日㈰＿＿男女デュアルモーグル

会場：南砺市たいらスキー場

主催：全日本スキー連盟を軸とする大会組織委員会

観客数見込：1,000 人～3,000 人

参加予定国：AUS、AUT、CAN、CZE、ENG、ESP、FIN、FRA、GER、IRL、ITA、JPN、KAZ、

KOR、NED、SUI、SWE、USA 等

参加選手：男子 60 名、女子 40 名 計 100 名程度予定

■目的

ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック(フリースタイルスキー：R8.2.7

～21)直後のワールドカップであることの話題性を最大限に活用し、スノー

スポーツの魅力を発信することでモーグルファンのみならずスノースポー

ツファンの裾野拡大につながる取り組みを図る。また、モーグルワールドカ

ップの新たな開催地となる南砺市を国内外に印象づけ、スノースポーツを核

とした市への冬季観光誘客につなげる。

■大会開催に関する企画

・交流会（予定）

日時：令和 8年 2月 26 日㈭

対象：参加選手と平中学校生徒及び上平小学校児童

場所：たいらスキー場

内容：協議中

フリースタイルスキー競技の様子

38

資料12



39

資料13



40



41



42



令和8年 第72回文化財防火デー文化財防火訓練

◆文化財防火デーとは

趣 旨

主 唱 文化庁・消防庁

◆南砺市内での防火訓練

地域 日時 場所 対象文化財 挨拶

令和8年1月25日(日)
井波町物産展示館（旧井

波駅舎）
教育委員会 委員 〇

午前8時00分～ (南砺市北川８６) 文化財保護審議会 委員 ハセガワソウイチロウ
長谷川総一郎

令和8年1月18日(日) 城端別院善徳寺 教育委員会 委員 〇

午前9時00分～ （南砺市城端405） 文化財保護審議会 委員 ウラツジカズナリ
浦辻一成

令和8年1月24日(土)
旧富山県立農学校本館
（福野高校巌浄閣）　

教育委員会 委員 〇

午前9時00分～ （南砺市苗島453） 文化財保護審議会 委員
ワタナベ ヒトミ
渡邊　一美

令和8年1月24日(土) 相倉合掌集落 文化財保護審議会 委員 ヤマザキヒデノブ
山﨑英信

午前9時00分～ (南砺市相倉）

来賓

昭和24年1月26日に法隆寺金堂壁画が焼損したことをきっかけに、1月26日を「文化財防火デー」と定め、この日を中心として文化財を火
災、震災その他の災害から守るため、全国的に文化財防火運動を展開し、国民一般の文化財愛護思想の高揚を図る。

井波 （国登録有形文化財）
　井波町物産展示館（旧井波駅舎）

城端
（県指定）本堂、山門、鐘楼、太鼓楼
　　　　　宝物、古文書
（市指定）建造物17棟、境内林等

福野 （国指定）旧富山県立農学校本館
　　　　　（福野高校巌浄閣）　

平
（国指定）越中五箇山相倉集落
　　　　　南砺市相倉伝統的建造物群保存地区
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